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令和８年度宮城県家計改善支援事業業務に係る企画提案募集要領 

１ 趣旨 

この要領は、令和８年度宮城県家計改善支援事業業務を委託するに当たり、公募型プロポー

ザル方式により、優れた提案及び能力を有し最も適格と判断される事業者を選定するために必

要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務の目的 

生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）及び生活保護法（昭和２５年法律第１

４４号）に基づき、生活困窮者自立支援法第３条に定める生活困窮者（以下「生活困窮者」と

いう。）、生活保護法第５５条の１１第１項に規定する特定被保護者（以下「特定被保護者」と

いう。）及び別途定める被保護世帯に対し、収入、支出その他家計の状況を適切に把握すること

及び家計の改善の意欲を高めることを支援するとともに、生活に必要な資金の貸付けのあっせ

んを行うことで、対象者の家計を管理する力を高め、早期に生活が再生されるよう支援を行う

もの。 

 

３ 募集事項 

（１）業務名 

令和８年度宮城県家計改善支援事業業務 

（２）業務内容 

「令和８年度宮城県家計改善支援事業業務仕様書」のとおり。 

（３）対象とする地域 

宮城県内の町村 

（４）対象者 

宮城県内の町村に居所を有し、次のいずれかに該当する世帯 

ア 家計に課題を抱える生活困窮者世帯及び特定被保護者世帯 

イ 以下の被保護世帯のうち、保健福祉事務所から支援の依頼があったもの 

（ア）家計に課題を抱える世帯 

（イ）大学等への進学を検討している高校生等のいる世帯 

（５）委託期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（６）事業費（委託上限額） 

５，７４７，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

４ 応募資格 

次の（１）から（８）までに掲げる要件の全てを満たす者とする。 

（１）仕様書で定める業務について、十分な業務遂行能力を有し適正な執行体制を有すること。 

（２）法人格を有している団体、又は、以下の要件を満たす共同体。 

ア 共同体を構成する各団体等が明確であり、それぞれが法人格を有すること。 

イ 構成員間における協定書等において、事故が起きた場合等の責任の所在が明確になっ

ていること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（４）宮城県税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

（５）宮城県の物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領（平成９年１１月１日施行）別

表各号に掲げる資格制限の要件に該当しないこと。 
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（６）宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）の別表各号に規定する

措置要件に該当しないこと。 

（７）政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定するもの）に該

当しないこと。 

（８）宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定によるもの）に該当

しないこと。 

 

５ スケジュール 

内容 期日 

企画提案募集開始 令和８年３月３日（火） 

募集要項に関する質問受付期限 令和８年３月１０日（火）午後５時 

企画提案提出期限 令和８年３月１７日（火）午後５時 

企画提案書の審査 令和８年３月中旬 

選定結果の通知 令和８年３月下旬 

契約締結 令和８年３月下旬 

 

６ 応募手続 

（１）提出書類及び部数 

ア 企画提案参加申込書（様式第１号） １部 

イ 企画提案書（任意様式） ５部 

ウ 過去の実績に関する書類（任意様式） ５部 

エ 企画提案応募資格に係る宣誓書（様式第２号） １部 

オ 
参考見積書（任意様式） 

※費用の内訳、積算根拠がわかるように記載すること 
５部 

カ 令和６年度の事業報告書及び収支決算書 １部 

キ 定款又はこれに代わるものの写し １部 

ク 法人の登記事項証明書（提出日において３か月以内に発行されたもの） 原本１部 

ケ 役員名簿 １部 

コ 

納税証明書（未納がないことの証明） 

・宮城県各県税事務所が発行する県税（全税目）の納税証明書 

・税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書 

原本１部 

サ その他（県が必要と認める書類） ※指示があった場合のみ提出  

 

（２）提出期限 

令和８年３月１７日（火）午後５時（必着） 

（３）提出先 

〒980-8570 仙台市青葉区本町３丁目８番１号 

宮城県保健福祉部社会福祉課生活自立・支援班 

（４）提出方法 

郵送又は持参による。 

持参の場合の受付時間は、平日の午前９時から午後５時までとする。郵送の場合は、封筒

に「企画提案書在中」と明記し、上記提出期限必着とする。 
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（５）留意事項 

ア 提出された書類について、提出後の差替え及び変更は認めない。ただし、県が補正を

求めた場合、又は補足書類の提出を求めた場合は、この限りでない。 

イ 提出された書類は返却しない。 

ウ 提出後に、応募を取り下げる場合は、取下願（様式第３号）を提出すること。取下願

の提出があった場合、既に提出された書類については、全て返却する。 

エ 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、審査の対象から除外し、失格とする。 

・前記４の応募資格を満たさなくなったとき。 

・提出書類が所定の期限までに整わなかったとき。 

・参考見積額が、３の（６）の委託上限額を上回っているとき。 

・提出書類の内容に虚偽、不正又は本要領の定めに違反する記載があったとき。 

・審査の公平性に影響を与える行為があったとき。 

・その他不正な行為があったとき。 

オ 企画提案書の作成・提出等本業務への応募に要する経費はすべて応募者の負担とする。 

 

７ 提案にあたっての質問等 

企画提案書作成に関して疑義が生じた場合は、下記により問い合わせること。 

（１）受付期間 

令和８年３月１０日（火）午後５時まで 

（２）質問方法 

質問書（様式第４号）により、ファクシミリ又は電子メールで行う。 

（３）質問先 

宮城県保健福祉部社会福祉課生活自立・支援班 

電子メール ：syahuks@pref.miyagi.lg.jp 

ファクシミリ：022-211-2594（送付確認用電話：022-211-2517） 

（４）回答方法 

回答は、随時宮城県保健福祉部社会福祉課ホームページに掲載する。ただし、質問又は

回答の内容が質問者の具体的な提案事項に密接に関わるものについては、質問者に対して

のみ回答することがある。 

 

８ 企画提案書の審査及び選定 

（１）審査方法 

宮城県家計改善支援事業業務委託事業者選定委員会（以下「委員会」という。）において、

提案のあった企画案を比較検討し、最も優れていると認められる者を１者選定する。 

審査に当たっては、委員会の委員が、下記（３）の評価事項ごとに得点を付与し、各委

員の得点を合計した総合得点が、満点の６割以上の提案者の中から、最高点を付けた委員

数が最も多い提案者を契約候補者として選定する。 

また、最高点を付けた委員数が最も多い提案者が複数いる場合は、総合得点が最も高い

者を契約候補者として選定する。 

なお、審査方法は原則プレゼンテーション審査によるものとするが、書面審査の方法に

より審査を行う場合もある。 

（２）企画提案書の審査 

ア 実施日 

令和８年３月中旬（別途提案者へ通知） 
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イ 実施会場（プレゼンテーション審査の場合） 

別途定める。 

ウ 実施方法 

（ア）プレゼンテーション審査 

・出席者は１提案について３名以内とする。 

・１応募者当たり持ち時間は３０分以内（説明２０分以内、質疑応答１０分以内）とし、

県が指示した時間から順次、個別に行うものとする。 

・事前に提出された書類に基づいてプレゼンテーションを行うこととし、追加資料の配

布は原則として認めない。 

・プロジェクター等の使用を希望する場合は企画提案書を提出する際に申し出ること。 

なお、この場合、ＰＣはプレゼンテーションを行う者が用意すること。 

（イ）書面審査 

・提案者から提出のあった企画提案書の内容について審査を行う。 

エ 選定結果の通知 

審査終了後は速やかに全ての企画提案書提出者に選定結果を書面で通知する。 

オ 選定結果の公表 

選定結果については、選定された候補者の名称、参加者の名称、得点等を公表する。 

ただし、選定された候補者以外は、個別の得点が特定できないよう配慮する。 

（３）審査項目及び配点（別表） 

 

９ 契約の締結 

（１）仕様書 

実際に委託する仕様は、企画提案内容を踏まえ、県と契約予定者との協議の上決定する

こととする。 

（２）契約締結 

選定した契約予定者と別途見積り合わせを実施し、契約金額を確定した後に契約を締結

するものとする。 

（３）歳出予算不成立に伴う契約の解除 

令和８年度予算可決前であるため、県議会において予算措置が承認されない場合は、当

該業務は実施しないこととし、予算が縮小されるなどの事態が生じた場合は、契約予定者

と業務内容の変更等について協議するものとする。 

 

10 その他 

提出された企画提案書等は、行政文書となるため、情報公開条例（平成１１年宮城県条例

第１０号）による開示請求があった場合、個人情報や企業情報などの非開示部分を除き、開

示することがある。 
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別表 審査項目及び配点 

審査項目及び評価事項 配点 

1 実施方針 5点 

生活困窮者自立支援法の趣旨を踏まえた事業内容となっているか。 5 点 

2 実施体制 25点 

過去の実績等により業務遂行能力が認められるか。 
また、その実績は良好であり、本事業に十分活かすことができるか。 

5 点 

業務実施体制が具体的に組織されており、円滑に事業を実施できる体制が整っているか。 5 点 

家計改善支援の知識・ノウハウ・経験・スキルを持つスタッフがいるか。 5 点 

支援ニーズを把握できる効果的なアウトリーチの手法となっているか。 10 点 

3 家計改善支援の実行力 45点 

相談受付・アセスメント・プラン策定・支援の提供について、自立相談支援機関と密に連携・協働
しながら支援することはできるか。 

10 点 

相談者が抱える家計の課題の根本的な原因を把握し、相談者毎の家計再生プランを作成し、支援を
提供することはできるか。 

10 点 

相談者が再び生活困窮状態になることを防ぐため、相談者自身が家計を管理できるような支援及び
意欲を高める支援はできるか。 

10 点 

必要に応じて、関係する機関につなげながら支援を展開することはできるか。 10 点 

事業者独自の資源等を生かした支援策はあるか。 5 点 

4 その他 25点 

事業の実績や効果、課題等を分析し、評価することができるか。 10 点 

必要な経費が適切に積算、計上されているか。 5 点 

職員の資質を向上させるための具体的な取り組みが示されているか。 5 点 

相談者の個人情報の取扱いは適切か。 5 点 

合計 100点 

 

・下表の「評価事項」の各項目について次の 5段階で評価を行い、各項目の配点に基づき採点

する。 

【評価点】5:特に優れている 4:優れている 3:普通 2:やや劣る 1:劣っている 

・各委員の得点を合計した総合得点が、満点の６割以上の提案者の中から、最高点を付けた委

員数が最も多い提案者を契約候補者として選定する。 

また、最高点を付けた委員数が最も多い提案者が複数いる場合は、総合得点が最も高い者を

契約候補者として選定する。 


